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第５章 道路整備推進計画                          

５.１ 計画目標 

前章までの内容を踏まえて、本計画では、「合理的かつ効果的な道路整備によるより有効に

機能する道路網の構築」を目標とし、この目標を達成するために必要な道路網（ネットワーク）

形成上の視点を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【計画目標】 

合理的かつ効果的な道路整備によるより有効に機能する道路網の構築 
 

 
視視点点１１  既既存存スストトッッククのの有有効効活活用用  

   

既存の道路を有効に活用したネットワークを構築する。 

 

今後、高齢化の進行や人口減少、自動車の非保有者の増加、公共交通へのシフト、

財政的な制約等が見込まれる中で、新規路線は、その必要性や効果、まちづくりと

の整合性を考慮した上で位置付け、既存の道路を有効に活用する。 

 
＜補足メモ＞ 

 市民アンケートでは、今後の道路行政における投資のあり方として、6割近くが「厳選

した新規投資と既存の道路施設の有効活用」を望んでいる。 

 

 
視視点点２２  連連続続性性･･完完結結性性のの確確保保  

   

路線の連続性や完結性を確保し、より円滑なネットワークを形成する。 

 

道路管理者の区分によらず、機能･役割を共有する路線上の未整備区間の解消

や、整備の不十分な区間又は交差点の改善を図ることにより、路線の連続性や完

結性を確保する。 

 

＜補足メモ＞ 

 一部区間や交差点におけるボトルネックの解消を図ることで、同一路線上において一定

水準以上にある道路のポテンシャルを最大限に引き出し、ネットワーク機能を高める。 

視視点点３３  基基幹幹軸軸のの強強化化（（代代替替性性のの確確保保））  

   

まちの基幹軸の代替性を確保し、ネットワークを強化する。 
 

既存道路の改善及び適切な維持管理を図るとともに、現在又は将来の交通量や

沿道の状況、災害時における対応等を踏まえ、必要に応じて、まちの基幹軸とな

る路線の多重化により代替性を確保する。 

 
＜補足メモ＞ 

 ネットワークとして単につながっているだけではなく、区間によっては、交通量や機能･

役割に応じて、路線の多重化による代替性（リダンダンシー）を確保し、ネットワークを

より強固にする。 
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５.２ 道路整備方針 

道路整備計画の具体化に向けて、今後の道路整備の方針を定め、各方針に基づいて解決すべき

道路･交通の課題や強化を図るべき道路の機能･役割を以下に整理する。 

 

 

方針Ⅰ 安全･安心な道路整備                         

 

Ⅰ-① 歩行者の安全な動線の確保 

通学路や駅と主要な集客施設とを結ぶ道路など、歩行者の動線を踏まえて、歩道未設置区

間の解消を図り、連続性のある歩道整備を進める。 

 

Ⅰ-② 交通事故の防止 

交通事故の多発する区間や重大事故の発生状況等を踏まえて、事故防止につながる道路整

備を進める。 

 

Ⅰ-③ 災害時における対応力の強化 

災害対応上の主要な施設（本庁舎、各地域支所、拠点ヘリポート、緊急告知医療機関等）

を連絡し、災害時に有効に機能する道路整備を進める。 

 

 

方針Ⅱ 円滑な交通･交流を促す道路整備                       

 

Ⅱ-① ボトルネック※の解消 

Ｔ字止まりや右折レーンの不足又は未設置交差点など、交通のボトルネックの解消につな

がる道路整備を進める。 

 

※交通の流れの妨げになっている箇所 

 

Ⅱ-② 地域間の移動円滑化 

本庁舎を中心にして、５つの市街地をはじめとする各地域間を円滑に移動できる動線を確

保し、地域交流の促進につながる道路整備を進める。 

 

Ⅱ-③ 広域交通へのアクセス性の向上 

広域交通の玄関口となる高規格道路等への接続や、松本市をはじめとする隣接自治体への

アクセス性を高め、広域的な交流促進につながる道路整備を進める。 
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方針Ⅲ まちの魅力を高める道路整備                      

 

Ⅲ-① 公共交通機関の利用促進 

市内の各駅に安全かつ円滑にアクセスできる道路の整備を進め、最寄りの公共交通機関の

利用を促し、市全体の自動車交通量の低減を図る。 

 

Ⅲ-② 自転車による回遊性の向上 

観光･レクリエーション利用や、主に市街地内における生活利用など、自転車で安全かつ快

適に回遊できる道路整備を進める。 

 

Ⅲ-③ 歩いて楽しいまちづくりの促進  

市街地内の通過交通を抑制し、歴史的な街並み形成や賑わいの創出など各地域の特色を活

かしたまちづくりを促す道路整備を進める。 

 

Ⅲ-④ 観光交流･物流機能の強化 

主要な観光･レクリエーション施設、工場団地等へのアクセス性を高め、観光交流や物流機

能の向上につながる道路整備を進める。 
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５.３ 道路整備計画 

現況道路網における幹線機能の再整理し、整備検討ポイントをまとめた上で、計画道路ネット

ワークを示して必要な整備内容をまとめる。 

 

（１）現況道路網の幹線機能の再整理 

現況道路網における幹線道路の機能を以下のように定義し、これに沿って、検討対象路線の

道路を区分した図を次ページに示す。 

 

【広域交流幹線】 

市内を東西又は南北に連絡し、市外に展開する主要な幹線 

 

【地域交流幹線】 

広域交流幹線間を接続し、広域交流幹線の代替路としての役割を果たす幹線または広域

交流幹線から派生して、市内外に展開する幹線 

 

【その他の幹線】 

広域交流幹線または地域交流幹線間を接続し、地域交流や広域交流を補完する補助的幹

線 

 

【自転車等優先幹線】 

主として自転車や歩行者の通行優先となる道路で、地域間を連絡し、広域にも展開する

幹線（既存のあづみ野やまびこ自転車道を骨格にして形成） 
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図 5-1 現況道路網の幹線機能区分 
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（２）整備検討ポイント 

道路整備方針に基づいて、それぞれ関連情報を整理した図面と併せて、現況道路網における

主な整備検討ポイントを以下にまとめる。 

 

◆◆方方針針ⅠⅠ（（安安全全･･安安心心なな道道路路整整備備））にに基基づづくく主主なな整整備備検検討討ポポイインントト  

1）「歩行者の安全な動線の確保」の視点 

○南北方向の路線 

・歩道の連続性が途切れている安曇広域農道の歩道未整備区間（住吉－上長尾間） 

・観光･生活利用の比較的多い穂高地域の県道 25号塩尻鍋割穂高線の歩道未整備区間 

 

○東西方向の路線 

・各駅へのアクセス路となる動線上における歩道未整備区間 

 

○その他 

・各地域の小中学校周辺の幹線道路上の歩道未整備区間 

・歩道の連続性の途切れている主要路線の歩道未整備区間 

 

2）「交通事故の防止」の視点 

○南北方向の路線 

・国道 147号（穂高市街、豊科市街）、国道 19号（明科市街）の混雑区間での交通事故

低減につながる整備 

 

○東西方向の路線 

・穂高地域や三郷地域において比較的目立つ幅員の狭い区間での交通事故低減につなが

る整備 

 

3）「災害時における対応力の強化」の視点 

○南北方向の路線 

・本庁舎や緊急告示医療機関など災害時における拠点的な施設への主要なアクセス路と

なる国道 147号の整備水準の低さ、代替路線の不足 

 

○東西方向の路線 

・緊急輸送路として機能する東西の幹線軸の不足（県道安曇野インター堀金線１本のみ

で路線がクランクし狭隘区間もある現状） 

・災害時において自衛隊などの支援活動の拠点となる国営アルプスあづみの公園に市内

各地からのアクセス性を高める幹線軸（南北５本の幹線軸を相互に結び付ける道路）

の整備 
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図 5-2-1 方針Ⅰに関連する主な情報の整理 
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◆◆方方針針ⅡⅡ（（円円滑滑なな交交通通･･交交流流をを促促すす道道路路整整備備））にに基基づづくく主主なな整整備備検検討討ポポイインントト 

1）ボトルネックの解消の視点 

○南北方向の路線 

・安曇野 IC（高速道路⇔一般道の規格の異なる道路の切り替わり点）への交通の集中 

・市南部から市中央部に至る路線（県立こども病院前の道路）の安曇野 IC西でのＴ字止

まり 

・国道 147号東側（豊科市街）の並行道路（都市計画道路）の未整備区間 

・国道 19 号、国道 147 号、大町･白馬方面から安曇野 IC に通じる路線上の混雑度 1.0

以上の区間の主要交差点（塔ノ原、光橋西、豊科市街地内）の通行の円滑化 

 

○東西方向の路線 

・国道 147号（高家バイパス）の拾ヶ堰橋北でのＴ字止まり 

・国道 19号と国道 147号を結ぶ路線の新田北におけるＴ字止まり 

・大糸線と東西方向の主要な基幹軸との平面交差 

 

○その他 

・主要な路線上に断続的にある狭幅員区間 

 

2）「地域間の移動円滑化」の視点 

○南北方向の路線 

・豊科市街と穂高市街を結ぶ国道 147号の混雑解消（この路線上の交差点における事故

多発の現状） 

 

○東西方向の路線 

 ・安曇野市都市計画マスタープラン上の主要な基幹軸に位置付けられる路線（市北部、

市中央部、市南部）のクランク形状の解消 

・穂高市街と安曇広域農道を結ぶ路線の整備水準（穂高地域の西山山麓方面や、堀金･

三郷地域へのアクセス性）の向上 

・明科市街と穂高市街を結ぶ路線上にある塔ノ原（国道 19号）の混雑解消 

 

3）「広域交通へのアクセス性の向上」の視点 

○南北方向の路線 

・長野自動車道から白馬･大町方面により円滑にアクセスできる高規格道路の整備 

 

○東西方向の路線 

・市西部から広域交通の軸線となる長野自動車道や国道 19号へのアクセス性の向上 
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図 5-2-2 方針Ⅱに関連する主な情報の整理 
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◆◆方方針針ⅢⅢ（（ままちちのの魅魅力力をを高高めめるる道道路路整整備備））にに基基づづくく主主なな整整備備検検討討ポポイインントト  

1）「公共交通機関の利用促進」の視点 

○南北方向の路線 

・明科駅への主要なアクセス路となる国道 19号（明科市街地内）の整備水準の向上 

 

○東西方向の路線 

・大糸線の各駅へのアクセス路となる道路の整備水準の向上 

・各地域から高速バス停（安曇野 IC等）へのアクセス性の向上 

 

2）「自転車による回遊性の向上」の視点 

○南北方向の路線 

・観光･レクリエーション的な自転車利用も多い穂高地域の西山山麓（山麓保養区域）に

おける安全かつ快適な自転車道の整備 

・市内の自転車道の骨格として、既存のあづみ野やまびこ自転車道と接続して環状化を

図る国道 147号東側の自転車道の整備 

 

○東西方向の路線 

・市内でも特に観光客の多い大王わさび農場と穂高地域の西山山麓を結ぶ路線上の自転

車道の整備（穂高駅へのアクセス性の向上） 

 

3）「歩いて楽しいまちづくりの促進」の視点 

○南北方向の路線 

・千国街道の保高宿を中心にした歩いて楽しいまちづくり（穂高市街）や、かつて「豊

科銀座」として栄えた国道 147号沿いの商店街におけるまちづくり（豊科市街）の基

幹となる道路の代替路整備（通過交通が多く、歩行者を優先にした道路整備が困難な

状況） 

・明科市街のメインスリートである国道 19号における歩道整備 

 

○東西方向の路線 

・三郷市街や堀金市街を貫く路線上の歩道整備 

 

4）「観光交流･物流機能の強化」の視点 

○南北方向及び東西方向の路線 

・安曇野 ICや梓川スマート ICから市内各地に分布する工場団地や、北アルプスの登山

口や観光施設等が多数ある西側の山麓方面に円滑にアクセスできる道路整備（豊科や

穂高の混雑する市街地を回避できるルートの必要性、目的地までの右左折の低減） 
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図 5-2-3 方針Ⅲに関連する主な情報の整理 
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（３） 計画道路ネットワーク（目標とする道路網） 

整備内容をまとめるにあたり、安曇野市都市計画マスタープランに示されたまちづくりの骨

格となる道路軸を基本に、未整備の都市計画道路のほか新たに必要な路線を見いだし、市とし

て目標とする道路網を詳細化して、これを計画道路ネットワークとして次ページの図に示す。

一部都市計画道路を含め、主な新規路線の設定理由については以下のとおりである。 

 

■■  路路線線ＡＡ（（松松本本糸糸魚魚川川連連絡絡道道路路））  

○ 長野自動車道等の高規格幹線道路と一体となった広域的な高速交通ネットワークの構築

○ 大北地域への基軸となる市北部における南北幹線軸の機能強化 

○ 高速交通ネットワーク空白地帯の解消 

○ 災害時のリダンダンシーの確保 
〔期待される効果〕  

・中信と北陸地方との交流･連携の強化促進 

・地域産業の発展、広域観光の振興 

・大北地域、北陸地方への移動時間短縮、生活利便性の向上 

・安曇野 IC－安曇橋南間等の周辺道路の渋滞緩和 
 

■■  路路線線ＢＢ（（国国道道 114477 号号先先線線））  

○ 国道 147号高家バイパスを有効活用した市南部における新たな東西幹線軸の構築 

○ 市南部地区と梓川スマート ICへのアクセス機能強化 

○ 山麓線周辺観光地へのアクセス機能強化 
〔期待される効果〕 

・国道 147号の市街地への通過交通分散による渋滞緩和 
 

■■  路路線線ＣＣ（（公公園園線線：：都都市市計計画画道道路路））  

○ 市中央部における東西幹線軸の機能強化 

○ 安曇野 IC及び国道 19号から国営アルプスあづみの公園、県営烏川渓谷緑地等の山麓･山

岳観光地へのアクセス機能強化 
〔期待される効果〕 

・山麓･山岳観光地利用者の利便性･快適性の向上 
  

■■  路路線線ＤＤ（（穂穂高高市市街街北北側側のの東東西西路路線線））  

○ 市北部における東西幹線軸の機能強化 

○ 穂高市街地内のクランクの解消 

○ 松本糸魚川連絡道路との連携による広域的な道路網の構築 
〔期待される効果〕 

・穂高市街地への通過交通の分散 

・山麓線沿線観光地へのアクセス機能や周遊機能の向上 
  

■■  路路線線ＥＥ（（穂穂高高－－豊豊科科のの南南北北路路線線：：一一部部都都市市計計画画道道路路、、既既存存道道路路））  

○ 市南部と市北部を円滑につなぐ新たな南北幹線軸の構築 

○ 穂高市街地西側の都市計画道路と一体で穂高市街の外郭環状道路の形成 
〔期待される効果〕 

・国道 147号の市街地への通過交通分散による渋滞緩和 

・市北部と市中央部の東西幹線軸の接続による地域間の移動の円滑化 
 

■■  路路線線ＦＦ（（安安曇曇野野イインンタターー西西交交差差点点北北側側先先線線））  

○ 市中央部における南北幹線軸の機能強化、市北部における東西幹線軸の機能強化 

○ 豊科市街地西側の都市計画道路と一体で豊科市街の外郭環状道路の形成 
〔期待される効果〕 

・国道 147号の市街地への通過交通分散による渋滞緩和 

・市北部と市南部の東西幹線軸の接続による地域間の移動の円滑化 
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国国道道 114477 号号  

国国
道道
1199
号号  

JJRR
篠篠
ノノ
井井
線線  

国国
道道
114477
号号  

国国道道 440033 号号  

JJRR
大大
糸糸
線線  

県県
道道
大大
町町
明明
科科
線線  

県県
道道
有有
明明
大大
町町
線線  

県県道道矢矢室室明明科科線線  

国国道道 114433 号号  

国国
道道
114433
号号  

国国道道 1199 号号  

県県道道松松本本環環状状高高家家線線  

安安曇曇広広域域農農道道  

JJRR 篠篠ノノ井井線線  

JJRR 大大糸糸線線  

鍋鍋
割割
穂穂
高高
線線  

県県
道道
塩塩
尻尻  

注）新規路線でルートが未確定の区間については、 

幅の広い矢印で表示しています。 

 

安安曇曇広広域域農農道道  

図 5-3 計画道路ネットワーク（目標とする道路網） 

 

路路線線ＡＡ  

 

路路線線ＢＢ  

 

路路線線ＣＣ  

 
路路線線ＦＦ  

 

路路線線ＤＤ  

 

路路線線ＥＥ  
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図 5-4 整備優先度及び整備内容の設定方針のフロー 

 

（４）整備内容 

各道路管理者における既存の計画等の扱いと整備優先度の考え方をまとめた上で、本計画で

定める計画期間（平成 46年度まで）内に必要と考えられる計画道路ネットワークにおける整備

内容をまとめる。 

 

① 各道路管理者における既存の計画等の扱いと整備優先度の考え方 

本計画は、幹線道路網を主体に市内の拠点市街間の円滑な移動、歩行者・自転車の安全な

同線確保等について検討したため、国道、県道関係の整備個所が多く挙がっている。これら

の道路の整備は、各道路管理者において実施されることになるが、本計画期間内に整備を求

めるものではなく、各道路管理者に対して、本計画における道路整備方針等に照らし、改め

て必要性を精査した上で、市から整備についての要望を行うものとする。 

また、整備内容に併せて、各整備箇所における整備優先度は以下のように区分し、事業の

立ち上げ時期の目安を示すものとする。 

 

〔短期〕 

短期はこの先５年以内とし、現段階において、関係する道路管理者が具体的な調査、計

画等に着手している路線を位置付ける。 

 

〔中長期〕 

中長期はこの先 5～20年以内とし、関係する道路管理者に対し、具体的な調査、計画等

への着手と優先的な整備が望まれる路線を位置付ける。これらの路線の中でも特に早期の

整備が望まれる路線については「早期着手要望路線」とする。 

既存の道路整備計画等で 

位置付けた整備内容の扱い 

 

整備優先度の考え方 

→表 5-1-1、表 5-1-2参照 

 各道路管理者の事業計画 

〔国〕国道 19号明科駅前歩道整備事業 

〔県〕長野県総合 5か年計画 2013 

その他の事業計画 

〔市〕幹線道路整備計画において道路

整備事業実施計画に記載のある

計画 

 

◆短期（この先 5年以内） 

現段階において、関係する道路管理

者が具体的な調査、計画等に着手し

ている路線 

 

 

〔県又は市〕都市計画道路 

 

〔市〕幹線道路整備計画において道路

整備事業実施計画に記載のない

計画 

◆中長期（この先 5～20年以内） 

関係する道路管理者に対し、具体的

な調査、計画等への着手と優先的な

整備が望まれる路線 
 

★中長期の中でも早期の着手が望まれ

る路線（早期着手要望路線） 

 

本
計
画
の
整
備
方
針
等
に
照
ら
し
、
改
め
て
必
要
性
を
精
査
し
た
上
で
反
映 



 

② 整備箇所別の整備内容 

現在の道路の整備状況を踏まえ、計画道路ネットワークを有効に機能させる上で必要な整備内容を表 5-1-1及び表 5-1-2にまとめ、整備箇所を 5-19ページに図示する。 表 5-1-1 国道･県道における整備内容一覧 
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注）番号の若い方が整備の優先順位が高いということではない。「想定事業主体」で（ ）を付している箇所については県または市との協議を要する。 

  区間延長は GIS（地理情報システム）による図上での計測に基づく参考値である。 

 

※番号は 5-19ページの図上の番号と対応している。中長期の「整備優先度」で★になっている箇所は「早期着手要望路線」を意味する。 

番号の若い方が整備の優先順位が高いということではない。 



 

 

 

 
表 5-1-2 市道における整備内容一覧 
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※番号は 5-19ページの図上の番号と対応している。 

 

注）番号の若い方が整備の優先順位が高いということではない。「想定事業主体」で（ ）を付している箇所については県または市との協議を要する。 

  区間延長は GIS（地理情報システム）による図上での計測に基づく参考値である。 
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図 5-5 整備優先度で区分した計画道路ネットワーク上の整備箇所 
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国国道道 114477 号号  

県県
道道
塩塩
尻尻
鍋鍋
割割
穂穂
高高
線線  

国国
道道
114477
号号  国国道道 440033 号号  

JJRR
大大
糸糸
線線  

県県
道道
大大
町町
明明
科科
線線  

県県
道道
有有
明明
大大
町町
線線  

県県道道矢矢室室明明科科線線  

国国道道 114433 号号  

国国
道道
114433
号号  

国国道道 1199 号号  

県県道道松松本本環環状状高高家家線線  

安安曇曇広広域域農農道道  

JJRR 篠篠ノノ井井線線  

JJRR 大大糸糸線線  

1111  

  

1166  

  

8811  

  

  

国国
道道
1199
号号  

JJRR
篠篠
ノノ
井井
線線  

66  66  

注 1）新規路線でルートが未確定の区間については、

大きな丸の破線で表示している。 

 

注 2）既存道路でセンターラインの表示があり（幅員

5.5m 以上）、かつ片側または両側に歩道の設置さ

れている区間を黒く塗りつぶして表示している。 ※この図の赤字または青字の番号は 5-15、5-17の整備箇所一覧表の番号と対応している。 
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